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湖南市書かない窓口システムの導入に係る 

構築・保守・運用業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 実施概要 

１－１ 業務名称  湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保守・運用業務 

委託 

１－２ 業務場所 滋賀県湖南市中央一丁目１番地 湖南市役所東庁舎 ほか 

１－３ 業務内容等 別冊「湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保守・運用

業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 

１－４ 履行期間  契約締結の日から令和８年３月 31 日まで 

   （構築期間） 契約締結の日から令和８年２月 28 日まで 

１－５ 見積上限額 33,898,700 円（消費税額および地方消費税額を含む） 

          ※令和８年４月１日以降のシステム利用料、保守料等を除く。 

 

２ 実施方式  公募型プロポーザル方式 

この業務は、創造性、技術力、企画力、調整力、経験等ノウハウが必要であり、それ

らを有する者の選定に当たって価格だけの競争はなじまないため公募型プロポーザル方

式を採用する。 

 

３ 実施スケジュール（令和７年） 

項目 日程 

ホームページへの公告（募集要項、仕様書） ７月 ２日（水） 

参加表明書受付期限 ７月 ９日（水）正午まで 

参加資格審査結果の通知 ７月 14 日（月） 

企画提案書提出依頼の通知 ７月 14 日（月） 

プレゼンテーション日程通知 ７月 14 日（月） 

質問受付期限（参加資格を得た者に限る） ７月 18 日（金）正午まで 

質問回答期限 ７月 28 日（月） 

企画提案書提出期限 ８月 ５日（火） 

プレゼンテーション（審査） ８月 ８日（金） 

審査結果通知 ８月中旬 

審査結果の公表 ８月中旬 

契約締結 ８月中旬 

※上記記載の時期は、現時点での予定であり変更する可能性がある。 

 

４ 参加資格要件 

この業務について十分な業務思考能力を有し、適正な執行体制を有することおよび本
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市の指示に柔軟に対応できる法人とする。ただし、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとする。 

（１）地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４第１項各号の規定のいず

れにも該当していないこと。 

（２）会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立ておよ

び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条

第２号に規定する暴力団でないこと。また、役員が、同条第６号に規定する暴力団

員でないこと。 

（４）過去５年以内に、書かない窓口システム導入に関する業務実績を有すること。 

（５）プライバシーマークの付与およびＩＳＭＳの認証を有し、定期にこれを更新して

いること。 

（６） 専任担当者を配置し、この業務遂行に十分な能力および実施体制を有しているこ

と。 

（７）湖南市入札参加資格者名簿に登録されていない場合は、財務諸表類（貸借対照表

および損益計算書（決算書の写しでも可））、商業登記簿謄本、納税証明書または未

納税額のない証明書を提出すること。 

 

５ 参加表明書等の提出 

（１） 参加申込みおよび受付の方法 

次の提出書類を持参または郵送等により提出すること（郵送の場合、配達証明等

確認ができるものに限る。提出期限までに必着のこと。）。 

①参加表明書 □様式第１号 

②会社概要 □任意様式 

③業務実績 □様式第２号 

④業務実施体制 □任意様式 

管理担当者、担当者等について、氏名、担

当分野、保有資格等を明記すること。なお、

予定者が複数である場合は、主担当者を明示

すること。 

⑤その他関連資料 ア ４（５）を確認できる書類等 

イ ４（７）に該当する場合は、当該項目で指

定する書類 

（２） 提出先  〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地 
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         湖南市総務部総務課 DX 推進室 宛（湖南市役所東庁舎３階） 

（３） 提出期間 令和７年７月２日（水）から令和７年７月９日（水）正午まで 

（４） 参加表明書提出後の辞退については、任意書式により令和７年７月 31 日（木）

までに辞退届を提出すること。 

（５） 参加者の決定 

提出された書類等を基に審査を行い、プロポーザルに参加できる者を決定する。 

結果については、令和７年７月 14 日（月）を目途に、参加表明書に記入されたメー

ルアドレスに通知を行う。 

※参加表明者が多数である場合は次の①または②を行う場合がある。 

①複数日に分けてプレゼンテーションの実施を行う。 

②湖南市プロポーザル方式等による業者選定実施要綱（平成 20 年湖南市告示第

137 号。以下「実施要綱」という。）第 15 条第２項に基づき、提案書提出者の

選定を行う（選定を行う場合の審査基準や必要な書類等については、参加表明

者に通知を行うものとする）。 

 

６ 質疑応答 

（１）提出方法 

電子メール（任意様式） 

電子メールの件名は、「湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保

守・運用業務委託に関する質問」とし、送信後、事務局に電話により受信確認を

行うこと。 

（２）期限 

   令和７年７月18日（金）正午まで 

（３）質問書提出先 

湖南市総務部総務課DX推進室 

 Mail ：ict@city.shiga-konan.lg.jp 

（４）回答方法 

令和７年７月28日（月）までに、参加者全員にメールで送信する。ただし、質

問の内容によって、プロポーザル方式による業務受託業者選定に公平性が保てな

いと判断したものは回答しない。 

 

７ プロポーザルの実施概要 

７－１ 提案時期 企画提案書の提出期限は、令和７年８月５日（火）とする。 

７－２ 実施要領および仕様書の入手方法および場所 

令和７年７月２日（水）から湖南市ホームページに掲載する。 

７－３ 提案書の提出および受付 

mailto:ict@city.shiga-konan.lg.jp
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（１） 以下および仕様書等に基づき提案すること。 

（２） 提出書類（正本１部、副本 10 部、ＰＤＦデータ（電子メールでの送付とする。）） 

①提案書（様式第３号） 

②企画提案書（任意様式、Ａ４、カラー） 

・企画提案書は１者１案とし、仕様書の内容を十分に踏まえ、次に掲げる事

項を含めて簡潔にまとめること。 

※湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保守・運用業務委

託プロポーザル評価基準表を参考のこと。 

ⅰ）業務全体取組体制 

ⅱ）事業の提案内容 

 ・書かない窓口システムの構築および運用 

ⅲ）必要経費 

・導入経費（令和７年度中の利用にかかる運用・保守費用等も含めるこ

と。）なお、この経費は見積書に記載した金額と同額とすること。 

・その他参考として、令和８年度から令和12年度まで（60か月間）のシ

ステム利用料、保守料等に係る経費 

・企画提案書は、まえがき、あとがき、目次等を含め両面印刷で全部で20ペ

ージ程度とする。 

    ③見積書（任意様式、税込） 

     ・費目ごとの内訳をできる限り詳細に記載すること。この場合において、第

三者による客観的な判断が可能な積み上げ方式にすること。 

（３） 提出方法  持参または郵送(郵送の場合、配達証明等確認ができるものに限る。

提出期限までに必着のこと。) 

（４） 提出期限  令和７年８月５日（火）午後５時 

（５） 提出先   〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

         湖南市総務部総務課 DX 推進室 宛 

         （湖南市役所東庁舎３階） 

（６） 注意事項 

・提出期限に遅れたものは、提出がなかったとみなし失格とする。 

・提出書類に虚偽が認められたものは、失格とする。 

 

８ 審査および提案評価基準 

８－１ プロポーザル（提案プレゼンテーション）の実施 

提案事業者は、審査員に対して、提案内容についてプレゼンテーションをすること。
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なお、参加者が１者の場合でもプレゼンテーションは実施するものとする。 

日時 令和７年８月８日（金）（時間などの詳細は後日案内する） 

場所 湖南市役所東庁舎大会議室（滋賀県湖南市中央一丁目１番地） 

時間 
30 分以内（準備および撤収時間は別途用意） 

※その後質疑応答時間10分程度 

提案事業者 

・提案書の説明は、この業務を主に担当する者が実施すること。 

・プレゼンテーションは提出された資料に沿ってわかりやすく簡潔に 

行うこととし、システムのデモプレイによる紹介を含めるものとす 

る。 

・プレゼンテーションは原則として、現地開催とする。 

 

８－２ 審査について 

 （１）審査項目の評価および配点基準 

審査項目 全体に占める割合 評価基準 

１ 事業者の評価 15／100 

別表 ２ 提案書の評価 65／100 

３ 価格的な評価 20／100 

 

（２）審査方法 

     実施要綱第６条に基づき選定委員会を設置し、各選定委員が提案について審

査を行う。ただし、提示金額が１－５で示す上限額の規模を超えている場合

は、その企画提案書は審査から除外する。なお、審査方法は、審査項目ごとの

評価点数の合計点数にて競う方式により実施する。 

（３）選定委員 

    窓口業務関連部署の市職員とする。 

（４）契約予定者の選定 

     実施要綱第18条に基づき契約予定者を選定する。ただし、参加者が１者の場合

は、算出された結果を参考とし、協議により総合的に評価を行った結果、評価の

高い提案を行ったと判断すれば、委託の相手方として選定することができるもの

とする。 

 （５）審査結果の通知および公表 

審査結果は、文書により速やかに通知し、これを公表する。なお、審査結果に

関する問合せには一切応じない。 

 

９ 受託者の決定 



 

6 

  市は、仕様内容（数量や内訳等）や価格等における業務実施の詳細について、優先交

渉権者（契約予定者）と協議を行い、合意に達した場合には受託者として決定する。 

  優先交渉権者との合意に達しない場合は、第２交渉権者と同様の協議を実施する。 

 

10 業務の適正な実施に関する事項 

 （１）個人情報の保護 

     受託者が当該業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、その取扱いに十分注意し、漏え

い、滅失およびき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

 （２）守秘義務 

    受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委

託業務が完了し、契約が解除された後においても同様とする。 

11 留意事項 

（１）このプロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とする。 

（２）提出された提案書は、このプロポーザル以外の目的には使用しない。 

（３）提出期限後の問合せ、書類の追加・修正等には応じない。 

（４）提出された提案書は、返却しない。 

（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効とし、契約後においては、

契約を解除する。 

（６）その他不明な点については、湖南市総務部総務課DX推進室まで問い合わせるこ

と。 

12 事務局 

  このプロポーザルの実施は、湖南市総務部総務課 DX 推進室を事務局として行うもの

とする。 

 

（事務局） 湖南市総務部総務課 DX 推進室 

担当：青木智幸・青木晃平 

〒520－3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

        TEL 0748-71-2340（直通）  FAX 0748-72-3390 

        Mail ict@city.shiga-konan.lg.jp 
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（様式第１号） 

令和  年  月  日 

 

 

 

 湖南市長 松浦 加代子 宛 

 

 

住 所 

会社名 

代表者職氏名               

 

 

 

参 加 表 明 書 

 

 

 下記業務のプロポーザルに基づく選定に参加したく、別添必要書類を添えて参加表明

します。 

 

 

記 

 

 

業務名  湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保守・運用業務委託 

 

 

〔連絡担当者〕 

 所 属 

 役職名 

 氏 名 

 電 話 

 ＦＡＸ 

 Ｅ－mail 
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（様式第２号） 

同 種 業 務 の 実 績 

 

会社名                  

書かない窓口システム導入に関する業務実績（グループ会社の業務実績を含む） 

自治体・会社名 業務名 履行期間 契約金額 
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（様式第３号） 

令和  年  月  日 

 

 

 

 湖南市長 松浦 加代子 宛 

 

 

住 所 

会社名 

代表者職氏名               

 

 

 

提 案 書 

 

 

下記業務について、別紙のとおり企画提案書を提出します。 

 

 

記 

 

 

業務名 湖南市書かない窓口システムの導入に係る構築・保守・運用業務委託 

 

 

 

〔連絡担当者〕 

 所 属 

 役職名 

 氏 名 

 電 話 

 ＦＡＸ 

 Ｅ－mail 

 


